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令和７年第１回 教育委員会定例会会議録

佐野市教育委員会 教育長 津布久貞夫は、令和７年１月２２日第１回佐野市教育委

員会定例会を佐野市役所大会議室Ｄに招集した。

１ 出席委員は、次のとおりである。

教 育 長 津布久 貞 夫

委 員 伊 藤 弘 教

委 員 茂 木 郁 夫

委 員 浦 野 祐 子

２ 欠席委員は、次のとおりである。

教 育 長 職 務 代 理 者 駒 形 忠 晴

３ この会議の説明員は、次のとおりである。

教 育 部 長 赤 阪 英 明

教 育 総 務 課 長 向 田 綾 子

学 校 適 正 配 置 課 長 川 村 大

学 校 管 理 課 長 青 木 洋

学 校 教 育 課 長 岡 本 桂 馬

教 育 セ ン タ ー 所 長 大 歳 勝 也

生 涯 学 習 課 長 三 関 純 一

文 化 財 課 長 船渡川 貴 史

４ この会議の書記は、教育総務課 総務係長 澤口泰子、総務係 小林朋文である。

５ 付議事件

議案第１号 令和７年度学校教育指導計画の策定について

６ 議事日程

日程第 １ 会期の決定について

日程第 ２ 会議録署名委員の指名について

日程第 ３ 前回会議録の承認について

日程第 ４ 教育長報告事項について

日程第 ５ 議案第１号について
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７ 会議の要旨

開会時間 午後３時００分

津布久教育長 これより、令和７年第１回 佐野市教育委員会定例会を開会いたし

ます。

それでは、お手元の議事日程のとおり進めてまいります。

まず、日程第１ 会期の決定についてでございますが、本日１日間

ということで、ご異議ございませんか。

(異議なしの声あり)

津布久教育長 ご異議ありませんので、本定例会の会期は、本日、1日間と決定い

たしました。

津布久教育長 次に、日程第２ 会議録署名委員の指名についてでございますが、

本日の会議録は、伊藤委員さんと浦野委員さんにお願いいたします。

津布久教育長 次に、日程第３ 前回会議録の承認についてでございますが、前回

１２月２４日定例会の会議録につきましては、すでに各委員さんに送

付して、ございますが、原案のとおりとすることで、ご異議ございま

せんか。

(異議なしの声あり)

津布久教育長 ご異議ありませんので、原案のとおり承認されました。

津布久教育長 次に、日程第４ 教育長報告事項について、ご説明いたします。

（津布久教育長説明）

津布久教育長 只今の教育長報告事項について、ご質疑はございませんか。

津布久教育長 ご質疑もないようですので、日程第４の教育長報告事項を終わりま

す。

--【議案第１号の審議】--

津布久教育長 それでは、日程第５ 議案第１号についてを議題といたします。

事務局の説明をお願いします。

学校教育課長 （議案第１号の説明）

津布久教育長 事務局の説明が終わりました。

この件につきまして、ご質疑はございませんか。

浦 野 委 員 先ほど課長さんからもありましたように、本市の学校教育の方向性

を示す重要な資料ということで、一字一句時間をかけて議論されたん

じゃないかなと思ってます。まずはそのご尽力に感謝申し上げます。

まずページを追っていきますと、２ページの全体構想図ですが、国

や県のものと、市のものと分けて大変見やすくなったなって思ってい

ます。そうした中で、意見表明権など、だいぶ加筆されたところが今
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回の大きな変更点かなと思います。佐野市のこども計画の元にもなり

ますし、子ども基本法について先生方にも周知していくという意味か

ら入れていいのかどうか、そこはまた後でご検討いただけたらと思い

ます。いわゆるこどもの権利条約とか大綱とかまで入れてしまうとご

ちゃごちゃしちゃいますが、子ども基本法だけは国の方の中に入れて

良いのかなと個人的には思っています。そこがまず 1点です。

津布久教育長 その点について学校教育課長お願いします。

学校教育課長 浦野委員さんからご指摘があった点につきましては、そのような形

で入れるような方向で考えていきたいと思います。あとは市の施策の

中で、例えば佐野市いじめ防止基本方針の基になったいじめ防止対策

推進法など、その辺を入れるかどうかというところも含めて、検討し

ていきたいと思っております。

浦 野 委 員 あとは１６ページの児童生徒指導の充実の（７）の教育相談等の充

実のところなんですが、その中の「エ」 は佐野市教育センターのこ

とについて特化して書いてあるのかなと思うんですけど、括弧して相

談員とかいろいろ書いてあるんですが、スクールカウンセラーの表記

がないんです。いただいたリーフレットの方の（７）には「相談員や

スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等との連携」と

まとめてあるわけなんですが、教育相談等の充実っていうところに、

スクールカウンセラーがなくていいのかどうか、と思ったものですか

ら。

学校教育課長 ご指摘のあったスクールカウンセラーにつきましては、各学校の方

に配置されているということで、「校内体制」に入ってくるかなと思

っております。

この（７）の「イ」にあたる部分は、「外部機関との連携」の内容

を扱っており、スクールカウンセラーという言葉が入っておりません。

けれども、リーフレットの方にスクールカウンセラーという言葉を入

れてしまっていますので、リーフレットの整合性をもう一度検討した

いと思います。

浦 野 委 員 この（１）の「キ」あたりにスクールカウンセラーとありますので、

この学校体制の中で機能させていくということですね。ありがとうご

ざいます。

もうひとつは２３ページの情報教育の充実のところなんですが、こ

れもリーフレットを見させていただいて、（２）のイのところの「1

人 1台端末の効果的な活用に向けた指針」っていうところが、リーフ
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レットでは、その前に「佐野市学校」っていう言葉が入っていたんで

す。これは佐野市のだから入れないかなと思ったんですけど、（１）

のところには佐野市学校教育情報なんて書いてあったものですから、

すごく細かなところなんですけど、鍵括弧なので、統一しておいた方

がいいのかなと思いました。

学校教育課長 はい統一します。

浦 野 委 員 あとは、いただいたリーフレットが非常に分かりやすいです。大切

なものって分かっていても、学校現場で時間をとって一字一句見るっ

ていうのがなかなか難しい状況にあった時、このリーフレットが非常

に分かりやすいなと思いました。

あとは整合性のようなもの、細かいところについてはお伝えしてあ

る通りですのでよろしくお願いいたします。

津布久教育長 ほかの委員さん方でありましたらよろしくお願いします。

茂木委員さんお願いします。

茂 木 委 員 昨年、指導計画のスリム化いかがでしょうか、というようなことを

お話をさせていただいた中で、新たにこのようなリーフレットを概要

版として作成していただきまして、本当に分かりやすいものができて

良かったと感じました。ありがとうございました。

現場の先生も分かりやすいと感じるんだろうな、と思うところがい

くつかありまして、一つは星印、いわゆるリード文、本編の方では文

章で長く書いてあるんですけど、それを星印で大見出しのような形で

大項目的なような感じで、要約をしてくださいましたので、すごく分

かりやすいなと感じました。

もう一つが、このリーフレット版では新規の部分にアンダーライン

を引いてくれたので、７年度はここをより意識してやっていかなくて

はいけないんだなっていうのを強調することができてるなと、現職の

先生方も意識しやすいのではないかなと感じました。

自分も現場にいたときには、指導計画を渡されると、よし全部読む

ぞっていうイメージがなかなか持てない分量なんですけども、こちら

でしたらば、概要版としてよく読んでみたいなっていう気持ちになる

んではないかと感じました。

その中で今回は、今、岡本課長さんから説明をしていただいたこの

比較対照表の内容が、こちらのリーフレット版の中にどれだけリンク

してるのかな、というような観点でちょっと見させていただきました。

いくつかあるんですけども、一つはリーフレット版の１ページ目で
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大きな３番の「健康・体力の増進と安全教育の充実」の（３）です。

（３）で、今までは弁当の日があったけども、そこがなくなったと

いうことで、食育だより等を活用した保護者啓発っていうふうに変更

になったと思います。

行数の関係もあると思ったんですが、弁当の日がなくなった分、食

育だよりを意図して活用してほしいっていう市教委側の思いがある

のでしたらば、例えば、（３）のオの「保護者啓発」の前に「食育だ

より等を活用した」っていう言葉が入るのであれば、入れてもいいの

かなというふうに感じました。

津布久教育長 この点について学校教育課長いかがでしょうか

学校教育課長 はい、うまく収まるように「食育だより」という言葉を入れたいと

思います。

津布久教育長 入れるという方向性ですね。

茂 木 委 員 続いて大きな４番「学習指導の充実」です。

それの（６）アの部分なんですけども、確か先ほどご説明いただい

た中に、「適切な評価のあり方についての研究に努める」っていう部

分が、こちらに移動してきたということだったと思います。

（６）のアを、今年度の努力点に入れるのであれば、やはり適切な

評価っていう言葉もここに入るのであれば、一つ加えておいた方がい

いのかなというふうに感じました。

津布久教育長 その点についてはいかがでしょうか

学校教育課長 場所も変わっていますし、変更点ですので、線を引いて明示したい

と思います。

津布久教育長 入れる方向ということですね。続いてお願いします。

茂 木 委 員 続いて次のページの７の「児童生徒指導の充実」という部分なんで

すけども（１）のオの部分です。

オの部分では、子どもの意見表明権の保障という意味合いで、文言

として、オの中に児童生徒の意見を考慮し、適切な見直しをするって

いう部分が新たに入ったと思います。

子どもの意見表明権の思いとしてこれが入ったっていうのであれ

ば、ここの下の部分にもアンダーラインを入れておくと強調できるの

かなっていうふうに感じました。

津布久教育長 ラインの件についていかがですか。

学校教育課長 はい、そのようにいたします。

津布久教育長 ほかにはいかがですか。
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茂 木 委 員 本当に多くの一言一句見ていただきながら、特にリーフレット版を

作るに当たりましては、今年度の努力点というところで、何を重点的

にピックアップする作業そのものが、すごく職員の皆さん大変だった

んじゃないかなというふうに感じております。いろいろとありがとう

ございました。

津布久教育長 続いて伊藤委員さんお願いします。

伊 藤 委 員 私からですね、まず昨年の 1月定例会で申し上げた児童生徒の意見

表明のことですね。こども基本法とこども大綱を受けてということで

申し上げたところですね、令和７年度このような学校教育指導計画で

盛り込んでいただいたということに対して、まずは厚くお礼を申し上

げたいというふうに思います。

またこれについてはですね、リーフレット版の一番最初の全体構想

図の方に赤で囲っていただいて、記入していただいたということで、

これも非常にですね現場の先生方に対しての印象づけというのがこ

こでできるんだろうというふうに思いますので、これも非常にありが

たいと思います。

それで一点ですね確認させていただきたいのは、保護者としての疑

問なんですが、お弁当の日がなくなるということで、これについての

経緯をちょっと教えていただければと思うんですが。

学校教育課長 ２年前あたりの校長会で、弁当を持ってこられないお子さんがだい

ぶ増えてきたとか、弁当の日に欠席する子どもが出てきているという

ことが話題になりました。その中で、大切な取り組みの一つだという

ことで、意見が分かれて、校長会の方でもだいぶ議論した経緯がござ

います。本年度、校長会から「今後継続していくのが難しい」という

意見もあり、こちらの方でも相談しまして、来年度から中止すること

になりました。

伊 藤 委 員 はいありがとうございます。今の岡本課長のお話を聞くとですね、

私はその意見に賛成です。私の記憶なんですが、お弁当の日は確か、

市議会議員さんの方から話が出てきて、佐野市で取り入れられるよう

になったというふうに記憶しておるんですが、その後、保護者の立場

としても賛否両論いろいろあったというふうに承知してます。やはり

保護者の負担があるとかっていう話は聞いておりますが、そういう事

情を持ったお子さんだったりご家庭がそれだけあって、現場の方から

もちょっとどうか、ということでいろいろ話し合っていただいた結果

ということで、私としてはよく理解できました。ありがとうございま
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す。

津布久教育長 他には、委員さん方よろしいですか。

浦 野 委 員 リーフレットの方で、さきほど行数の関係もあるなんていうお話を

踏まえてなんですけれど、この本年度の努力点を見たときに、今年度

はすごく３番に力を入れるんだなっていうイメージを持ってしまっ

たんです。もしもそういう意味でないならば、（２）の新しく入った

部分とか、あと先ほどお話にあった食育だより等を活用した望ましい、

なんていうふうに変更しているところとかだけを抜粋して伝えるっ

ていうのはどうなのかなって思いました。ここだけ（１）から（５）

まで記載されているので。もちろん力入れなきゃなならない部分なん

ですけれども、そんなふうに思ったものですから。

津布久教育長 検討するということですね。

学校教育課長 昨年度の委員さんからも「一般の現場の教員が一目で見てわかる資

料を」という御指摘がありました。特に１番については学校経営関係

で、校長先生や管理職の方々へのメッセージ的な部分が多いものです

から、削除した部分もあるんですけれど、バランス見ながら文言を検

討したいと思います。

津布久教育長 ほかに、ご質疑はございませんか。ご質疑もないようですので、お

諮りいたします。議案第１号につきましては、原案のとおり可とする

ことに、ご異議ございませんか。

（異議なしの声あり）

津布久教育長 ご異議なしと認めます。

よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。

津布久教育長 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしましたので、令和７年

第１回 佐野市教育委員会 定例会を閉会いたします。

閉会時間 午後３時３２分

上記会議録が正当であることを証するため、ここに署名する。

令和７年１月２２日

佐野市教育委員会

教育長
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委 員

委 員


